７高福課第２３３９号　
令和７年７月１４日　
　指定障害福祉サービス等事業所の長　殿
相模原市長　本村　賢太郎　
（公印省略）　
　　　津久井やまゆり園事件の犠牲者の追悼のための黙とうの実施について（依頼）

　日頃から、本市障害福祉施策の推進につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成２８年７月２６日に発生した津久井やまゆり園事件において、１９名の尊い命が奪われる凄惨な事件が発生してから、間もなく９年が経過いたします。
各事業所等におかれましては、犠牲になられた方々に哀悼の意を表するため、以下のとおり実施可能な範囲で１分間の黙とうにご協力いただきますようお願いいたします。
実施日：令和７年７月２６日（土）午前１０時頃
　内　容：実施日に開所している事業所等において、１分間の黙とうを実施。
　以　上　　
健康福祉局地域包括ケア推進部　
高齢・障害者福祉課障害福祉班　
担当　好田　
電話　０４２－７０７－７０５５　
